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「事業改善命令」「警告」に対する改善措置について 

 
多くのお客様の生命や財産を預かる航空運送事業者たるＪＡＬグループ

にとって安全運航の堅持は存立基盤そのものであり、社会的責務であります。
しかるにこの度、安全上のトラブルを連続して発生させ、国土交通大臣より
「航空輸送の安全確保に関する事業改善命令」および「警告書」を受けるに
至りましたことについて、経営はじめ社員一同、重大に受け止め、深く反省
しております。 
社長はじめ経営に携わるもの自らが先頭に立ち、強い意思とリーダーシッ

プをもって、グループをあげた安全体制の再構築に取り組み、お客様はじめ
広く社会からの信頼回復に向けて全力を傾注してまいります。 
  
１．要因・背景分析および経営として反省し改善すべき点１．要因・背景分析および経営として反省し改善すべき点１．要因・背景分析および経営として反省し改善すべき点１．要因・背景分析および経営として反省し改善すべき点    
    

（１）（１）（１）（１）    要因・背景分析要因・背景分析要因・背景分析要因・背景分析 

この度の安全上のトラブルについて、社会からの厳しいご指摘を真摯
に受け止め、個々の事例分析のみならず連続したトラブルに共通する要
因が何か、さらにはその要因を生じた背景が何かという観点から、現場
を預かる責任者および各部門の安全担当者を交え議論を重ねてまいりま
した。 
その結果、以下のとおり共通する要因があったと考えております。 
 
①安全性に対する認識不足 
②情報の迅速かつ的確な共有の不足 
③定時性の確保、時間制約からのプレッシャー 
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このような要因は、今般の事例に特有に生じたものではなく、以下の
背景から生じたものと考えております。 

 
① いかなる環境下においても安全が最優先であることをグループ
全体に常に強調し浸透させる経営の取り組みが不十分であった。 

② 定時性向上に取り組む中で、安全が大前提となった定時性向上と
いう認識がややもすれば弱まり、安全と定時性を安易に両立させ
ようとする風潮を現場に生じさせた。 

③ 経営統合の過程として持株会社と二つの事業会社という枠組み
の中で、経営と現場との距離感および部門間の意思疎通の不足が
生じていた。 

④ 安全を直接支える現場に対する経営トップの双方向コミュニケ
ーションが不十分であった。 

    
（２）経営として反省し改善すべき点（２）経営として反省し改善すべき点（２）経営として反省し改善すべき点（２）経営として反省し改善すべき点 

 
このような背景が安全に与える影響を重大に受け止め、経営が先頭に
立って以下の改善策を推進することといたします。 

 
① 安全が定時性よりも優先すべきであり、安全を前提としたサービ
ス向上に努めるべきであることを、グループ全体に徹底させてい
きます。 

② すべての社員が、いかなる状況においても安全意識に則って自律
的に行動できるようにするための取り組みを推進します。 

③ 現場と経営との一体感を強化すべく、経営自らが現場に積極的に
出向き、双方向のコミュニケーションに努め、風通しの良い職場
風土の醸成に努力していきます。 

 
今般の対策は、このような背景を認識し反省した上で、経営が先頭に立
ち全社一丸となって取り組むべき事項を取りまとめたものであり、直ちに
実行に移すとともに、その浸透について検証しつつ継続して取り組み、今
後の安全体制の構築、推進にあたってまいります。 
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２．全社一丸となった安全意識改善への取り組み２．全社一丸となった安全意識改善への取り組み２．全社一丸となった安全意識改善への取り組み２．全社一丸となった安全意識改善への取り組み 
 

（１）（１）（１）（１）    緊急安全意識向上運動の設定緊急安全意識向上運動の設定緊急安全意識向上運動の設定緊急安全意識向上運動の設定    

安全運航はＪＡＬグループの存立基盤であり社会的責務であるこ
との再認識および再徹底を図るため、本年４、５月の２ヶ月間を「緊
急安全意識向上運動」期間と定め、全社一丸となって安全意識の改善
へ向けて以下の取り組みを行います。 

    
（２）（２）（２）（２）    緊急安全ミーティングの開催緊急安全ミーティングの開催緊急安全ミーティングの開催緊急安全ミーティングの開催     

社長はじめ全役員が現場に赴き緊急安全ミーティングを開催し、
安全啓発を行うとともに、社員と直に話を交えることにより、経営
と現場間の双方向のコミュニケーションを推進します。このため、
４、５月の間に、本社および運航本部、整備本部、客室本部、空港
セグメント、貨物セグメントおよび国内外全支店、基地、グループ
会社において、延べ１００回以上のミーティングを開催します。 

 

（３）（３）（３）（３）    継続的な安全ミ－ティングの開催継続的な安全ミ－ティングの開催継続的な安全ミ－ティングの開催継続的な安全ミ－ティングの開催    

経営トップと現場の安全ミーティングは運動期間後も、年次計画
に基づき継続的に開催していきます。これにより、経営トップが常
に現場の声を吸い上げる体制を構築します。 

    
（４）（４）（４）（４）    社員に対する安全意識の再徹底と法令、規程類の再教育社員に対する安全意識の再徹底と法令、規程類の再教育社員に対する安全意識の再徹底と法令、規程類の再教育社員に対する安全意識の再徹底と法令、規程類の再教育    

安全に係わる情報の迅速かつ適切な処理のためには、管理職層の
安全問題に対する危機感、および情報処理の重要性への再認識が不
可欠であります。このため、管理職クラスの安全意識の啓発に重点
をおき以下の安全啓発、教育を実施します。 

・ 全管理職を対象とした安全啓発のための会議を４、５月の間に全
本部、セグメントにおいて集中的に開催します。 

・ 生産部門社員（運航乗務員、整備士、客室乗務員、地上運航従事
者および空港における安全に関わる業務に従事する者）に対し、
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今回のケースを踏まえ、業務の具体的な安全上の意義および法令、
規程類の重要事項に関し、その設定の背景も含め再教育を実施し
ます。（４、５月） 

・ 全社員に対し、安全意識の再徹底を図るとともに、法令、規程類
の遵守について重ねて周知徹底します。（４月より） 

 
（５）（５）（５）（５）    一斉安全点検の実施一斉安全点検の実施一斉安全点検の実施一斉安全点検の実施    

３月２８日～４月１５日の期間、運航、整備、客室、空港、貨物
の各部門において一斉安全総点検を実施し、規程が守られているか、
手順が規定通り行われているかを点検します。 

    
３．ヒューマン・エラーの防止等のための手順、マニュアルの見直しおよび３．ヒューマン・エラーの防止等のための手順、マニュアルの見直しおよび３．ヒューマン・エラーの防止等のための手順、マニュアルの見直しおよび３．ヒューマン・エラーの防止等のための手順、マニュアルの見直しおよび

遵守の徹底遵守の徹底遵守の徹底遵守の徹底    
    

（１）（１）（１）（１）    安全に係わる手順、マニュアルの見直し安全に係わる手順、マニュアルの見直し安全に係わる手順、マニュアルの見直し安全に係わる手順、マニュアルの見直し    

４月から１２月末までの間を「手順、マニュアルの改善運動期間」
と定め、運航、整備をはじめ安全に係るすべての部門の手順、マニ
ュアルを見直します。見直しにあたっては、安全ミーティング等に
より集められた現場の声や、他社の手順、マニュアルも調査し、優
れたところを積極的に取り入れることにより、現場で働く人にとっ
て真に分り易く、使い易いものとなるようにします。 

 
（２）（２）（２）（２）    一連の安全上のトラブルに対応した緊急の手順、マニュアルの見直一連の安全上のトラブルに対応した緊急の手順、マニュアルの見直一連の安全上のトラブルに対応した緊急の手順、マニュアルの見直一連の安全上のトラブルに対応した緊急の手順、マニュアルの見直

しおよび遵守の徹底しおよび遵守の徹底しおよび遵守の徹底しおよび遵守の徹底    

事業改善命令に至ったトラブル、およびその後発生した一連の安
全上のトラブルの重大性にかんがみ、以下の通り緊急に手順、マニ
ュアルの見直し等を行っております。 

・管制指示の機長、副操縦士間の相互確認手順、および管制指示に疑
問を持った時の確認の手順を明確化しました。（千歳ケース、仁川
ケース対応3月18日改定済） 
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・離陸開始直前に運航乗務員にワークロードが集中することを避ける
ため、離陸前準備手順のうち滑走路進入前までに完了しておくべき
業務を明示しました。（千歳ケース対応3月18日社内通達済） 

・客室乗務員によるドア操作を確実に履行するため、各ドアの担当者
以外の代行者によるドアモード変更操作の実施は認めず、操作後に
指差し、声を出して再確認するとともに、ブロックアウト前にドア
モード変更を機長に報告することとしました。（ドアモードの変更
忘れケース対応3月28日改定済） 

・ 着陸時の引き起こし時の操作および機長が副操縦士に操縦を行わせ
る場合の注意事項を明確にしました。（テールスキッド接地ケース対
応、3月30日社内通達済） 

・ 誤った部品が使用されることを防止するため、適切な部品の使用を
常にモニターできる新たなコンピューターシステムを平成 17 年度
中に導入します。それまでの間、正しい部品が使用されていること
を二重に確認することとしました。（ボーイング７４７型貨物機主脚
部品等誤使用ケース対応、４月７日改定済） 

・ イレギュラー運航および落下物への対応を強化するため、原因、改
修の要否、検査間隔の短縮、定期交換の必要性等の対策を積極的に
検討し、立案した対策を迅速かつ確実に実施するための手順を定め
ました。（最近の一連のイレギュラー運航及び落下物ケース対応、４
月13日制定済） 
 

また、これら手順、マニュアルの変更等について、その遵守を徹
底するため、運航乗務員に対して、手順の周知徹底を行ったほか、
運航乗務員全員を対象とするグループ教育を4月末までに行います。
また、指導層機長により運航乗務員全員を対象とした管制交信の実
施状況の点検を9月末までに行います。 
客室乗務員に対しては、上記手順の周知徹底を行うとともに、先
任客室乗務員全員とそのクルーを対象とし、実運航において、ドア
操作手順の適切な実施状況の点検を６月末までに行います。 
各基地、各工場の整備士に対しては、上記手順の周知徹底を行う
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とともに、グループ責任者クラスの管理職による作業手順の適切な
実施状況の点検をコンピューターシステム導入まで継続して行いま
す。 
 
 

４．安全情報の的確な伝達と処理のために４．安全情報の的確な伝達と処理のために４．安全情報の的確な伝達と処理のために４．安全情報の的確な伝達と処理のために    ――――    安全組織体制の見直し安全組織体制の見直し安全組織体制の見直し安全組織体制の見直し    
    
（１）（１）（１）（１）    社長直属の「安全補佐」の新設社長直属の「安全補佐」の新設社長直属の「安全補佐」の新設社長直属の「安全補佐」の新設    

経営のトップが安全情報を迅速かつ的確に把握し、経営として適
切な判断が下せるように、社長直属の「安全補佐」（現場業務および
安全に係わる法令、規定に精通した部長級の者３名で構成）を本年４
月１日付けで新設しました。 

「安全補佐」は、ＪＡＬグループ全体の日常運航に係わる安全情
報、業務遂行上の安全に係わる諸情報をオペレーション・コントロー
ルセンター、および各本部の安全担当部等から入手し、これを適宜社
長に報告するとともに必要な助言を行います。 

 

（２）（２）（２）（２）    「安全対策本部会」の新設「安全対策本部会」の新設「安全対策本部会」の新設「安全対策本部会」の新設    

社長、副社長、安全担当役員および運航、整備、客室、空港、貨
物の各担当役員をメンバーとする「安全対策本部会」を本年３月１
７日付けで新設しました。この本部会は定例的な開催に加え、緊急
案件が発生した都度、開催することにより、日常運航上の安全に係
わる重要な諸情報の共有化を図るとともに、機動的に対応策を決定
します。また、全社的な安全に係わる重要施策について検討し、方
針の決定を行います。 

 
以上 


